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 各障害福祉関係施設 ご担当者 様 

 

 

京都府新型コロナウイルス感染症対策本部  

       （京都府健康福祉部障害者支援課） 

 

 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のための手指消毒用エタノール 

液の優先供給について 

 

平素は健康福祉行政の推進にご理解いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて､京都府では、厚生労働省において構築された手指消毒用エタノールの優先供

給のスキームを活用し、６月、報告を受けた要請量を参考に、各施設（京都市内除

く。）に、手指消毒用エタノール液を配布しているところです。 

本件に係る費用等は一切発生しませんので、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

めにご活用下さい。 

なお、大変お手数ですが、到着後、８月２０日（木）までに納品書（写）又は下

段ファイルの受領書を下記までＦＡＸ又はメール送信していただきますようお願い

します。 

 

＜返信先＞    

ＦＡＸ  ０７５（４１４）４５９７ 

メール  京都府健康福祉部障害者支援課

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp 
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